
土砂災害防止法の概要

令和元（2019）年12月24日_第１回土砂災害防止対策小委員会

0

資料2



建築物の移転等の勧告

○ ×

➢ 特定開発行為に対する制限【都道府県】
➢ 建築物の構造規制【都道府県または市町村】
➢ 建築物の移転等の勧告【都道府県】

建築物の構造規制特定開発行為に対する許可制

土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等について

土砂災害防止対策基本指針の作成［国土交通省］

基礎調査の実施［都道府県］

・地形、地質、土地利用状況等を踏まえて、区域指定及び土砂災害防止対策に必要な机上及び現地調査を実施（机上で地形図・航空写真等を用いて
土砂災害のおそれのある箇所を抽出し、現地調査により区域の範囲を設定する。）

・基礎調査を基にして、区域指定の案を図示する形でとりまとめ

住民の避難訓練状況
（沖縄県浦添市）

土砂災害ハザードマップの作成・配布
（茨城県鉾田市）

➢ 警戒避難体制の整備【市町村等】
➢ ハザードマップの配布【市町村等】
➢ 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等【施設管理者】

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

○土砂災害による被害を防止・軽減するため、危険の周知、警戒
避難体制の整備を行う区域

○避難に配慮を要する方々が利用する要配慮者利用施設等が新たに
土砂災害の危険性の高い区域に立地することを未然に防止するため
、開発段階から規制していく必要性が特に高いものに対象を限定し、
特定の開発行為を許可制とするなどの制限や建築物の構造規制等を
行う区域。

区域の指定［都道府県］

・基礎調査の結果を公表（住民の危険性の認識と、指定促進のため。）
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土砂災害防止法の改正経緯

平成13年4月
土砂災害防止法施行

・基礎調査の実施および土砂災害警戒区域等の指定による危険の周知
・土砂災害警戒区域における警戒避難体制の整備
・土砂災害特別警戒区域における住宅等の新規立地の抑制等

平成17年7月
一部改正

・土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設への情報伝達、土砂災害
ハザードマップの配布等を義務付け

平成23年5月
一部改正

・大規模な土砂災害が急迫している場合における緊急調査の実施
・被害の想定される区域・時期の情報（土砂災害緊急情報）を市町村へ通知、

一般へ周知

平成27年1月
一部改正

・基礎調査結果の速やかな公表
・避難経路を市町村地域防災計画に位置づけるなど、警戒避難体制の強化・

充実
・土砂災害警戒情報の市町村への通知、一般への周知を義務付け

平成29年6月
一部改正

・要配慮者利用施設における避難確保計画及び計画に基づく避難訓練の実施
を施設管理者等へ義務付け

平成16年台風等による土砂災害が相次ぎ、高齢者等防災上配慮を要する者の被災が顕著

平成20年岩手・宮城内陸地震で多数河道閉塞が発生

平成26年8月広島市北部における集中豪雨で土砂災害により死者74名

平成28年8月岩手県岩泉町の高齢者グループホームが河川の氾濫により被災、死者9名

平成11年6月広島市、呉市等における集中豪雨で土砂災害により死者24名
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区域指定基礎調査

土砂災害警戒区域等の指定の流れ

（法４条）
都道府県は、基本指針に基づき、土砂
災害警戒区域等の指定その他この法
律に基づき行われる土砂災害防止の
ための対策に必要な基礎調査を行うも
のとする。

（法４条）
都道府県は、基礎調
査の結果を関係市町
村長に通知するとと
もに、公表しなければ
ならない。

（法７条・９条）
都道府県知事は、土
砂災害警戒区域等の
指定をしようとする時
は、あらかじめ、関係
市町村長の意見を聞
かなければならない。

（法７条・９条）
都道府県知事は、土砂災
害警戒区域等の指定する
ときは、その旨並びに指定
の区域等を公示しなけれ
ばならない。

公示したときは、速やかに
関係市町村長に公示され
た事項を記載した図書を
送付しなければならない。

基礎調査結果
の通知・公表

市町村長への
意見聴取

指定の公示

箇所の抽出

（基本指針）
地形図、航空写真
等を用いて概略的
に調査を行う。

現地確認

（基本指針）
必要に応じ
現地確認を
行う。

調査

住民への説明・周知
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急傾斜地の崩壊
※傾斜度が３０°以上である土地が崩壊する自然現象

地滑り
※土地の一部が地下水等に起因して滑る自
然現象又はこれに伴って移動する自然現象

土石流
※山腹が崩壊して生じた土石等又は
渓流の土石等が水と一体となって流下
する自然現象

・土地の勾配２度以上 ・地滑りの長さの２倍以内 ・急傾斜地の上端から１０ｍ
・急傾斜地の下端から高さの２倍以内

急
傾
斜
地
の
高
さ
ｈ

※１ ただし２５０ｍを越える場合は２５０ｍ

※１
※２

地すべりの
長さL

土砂災害警戒区域

※１ ただし５０ｍを越える場合は５０ｍ
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○土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域は約57万4千区域、土砂災害特別警戒区
域は、約42万8千区域指定されている。

土砂災区域害警戒等の指定状況推移（平成31年3月末時点）
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※土砂災害警戒区域の総区域数の推計値
都道府県により推計された土砂災害警戒区域の総数。平成31年3月末時点の値であり、基礎調査の進捗に伴い変更の可能性がある。

（区域数）

土砂災害警戒区域の総区域数の推計値※

668,150区域



土砂災害警戒情報

土砂災害発生危険基準線(CL)
（災害履歴等をもとに設定）

土壌雨量指数（長期降雨指標）

土砂災害警戒
情報発表

危険度大

実況１ 時間前

２ 時間前

３ 時間前 １ 時間後予測

２ 時間後予測

スネークライン
危険度小

60
分
間
積
算
雨
量

（短
期
降
雨
指
標
）

土砂災害警戒情報の発表基準

土砂災害警戒情報の発表基準線
（過去の土砂災害等をもとに設定）

発表例

土砂災害警戒情報のテレビでの表示例土砂災害警戒判定メッシュ情報
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土砂災害警戒情報

大雨注意報 大雨注意報大雨警報

土砂災害警戒情報

○ 土砂災害警戒情報は、降雨による土砂災害の危険が高まったときに市町村長が避難
勧告等を発令する際の判断を支援するため、都道府県と気象庁が共同で発表している
情報。
都道府県：土砂災害防止法第27条に基づき通知。
気 象 庁：気象象業務法第13条に基づき大雨注意報・警報を通知するとともに、第11条に基づいた気象情報の１つとして通知。
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土砂災害防止法と災害対策基本法の関係

土砂災害
警戒情報

（法律第27条）

避難勧告等
（法律第60条）都道府県知事 市町村長 住民等

土砂災害防止法 災害対策基本法

■土砂災害警戒情報

土砂災害
警戒区域等

（法律第7条、
法律第9条）

警戒避難体制の
整備等

（法律第8条）
都道府県知事 市町村長

地域防災計画
（法律第16条）

土砂災害防止法 災害対策基本法

■警戒避難体制の整備

○ 土砂災害防止法では、都道府県知事が土砂災害警戒区域を指定し、市町村の長が市町村地域
防災計画に警戒避難体制に関する事項を定めることとしている。

○ また、都道府県知事が避難のための立ち退きの勧告又は指示の判断に資するための情報とし
て、土砂災害警戒情報を市町村の長に通知することとしている。
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土砂災害警戒情報の発表後の避難の指示等

都道府県知事

市町村の長

マスメディア等

住民

ニュース速報等

避難の勧告・指示
（災害対策基本法第60条）

土砂災害警戒情報
（土砂災害防止法第27条）

土砂災害警戒情報
（土砂災害防止法第27条）

○ 土砂災害防止法第27条に基づき、災害対策基本法第61条第1項の規定による避難のための立

退きの勧告または指示の判断に資するための、土砂災害の発生を警戒すべき旨の情報として都
道府県知事が関係のある市町村の長に通知するとともに、一般に周知。
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【参考】災害対策基本法における避難勧告等の位置づけ

（市町村長の避難の指示等）

第六十条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、そ
の他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者等に
対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを
指示することができる。

２ 前項の規定により避難のための立退きを勧告し、又は指示する場合において、必要があると認めるときは、市
町村長は、その立退き先として指定緊急避難場所その他の避難場所を指示することができる。

３ 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のための立退きを行うことによりかえつて
人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者等に対
し、屋内での待避その他の屋内における避難のための安全確保に関する措置（以下「屋内での待避等の安全確
保措置」という。）を指示することができる。

４ 市町村長は、第一項の規定により避難のための立退きを勧告し、若しくは指示し、若しくは立退き先を指示し、
又は前項の規定により屋内での待避等の安全確保措置を指示したときは、速やかに、その旨を都道府県知事に
報告しなければならない。

５ 市町村長は、避難の必要がなくなつたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。前項の規定は、こ
の場合について準用する。

６ 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村
がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつたときは、当該市町村の市町村長が第一項から第三項
まで及び前項前段の規定により実施すべき措置の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければな
らない。

７ 都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示し
なければならない。
８ 第六項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
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土砂災害防止対策基本指針について

○ 法律 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（土砂災害防止法）

○ 政令 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令

○ 省令 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則

○ 基本指針 土砂災害防止対策基本指針

（法第２条）

○国土交通大臣は、土砂災害の防止のための対策の推進に関する基本的な指針を定め
なければならない。

○基本指針を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣及び農林水産大臣に協議する
とともに、社会資本整備審議会の意見を聞かなければならない。

○国土交通大臣は、基本指針を定めた時は、遅滞なく、これを公表しなければならない。

○基本指針の変更について準用する。
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土砂災害防止対策基本指針について

１．法に基づき行われる土砂災害の防止のための対策に関する基本的な事項

２．基礎調査の実施について指針となるべき事項（法第4条1項）

３．土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定について指針となるべき事項

（法第7条第１項、法第9条第１項）

４．土砂災害特別警戒区域内の建築物の移転その他法に基づき行われる土砂災害防止

のための対策に関し指針となるべき事項

５．危険降雨量の設定並びに同項の規定による土砂災害警戒情報の通知及び周知のた

めの必要な措置について指針となるべき事項（法第27条第1項）

６．緊急調査の実施について指針となるべき事項（法第28条第1項、法第29条第1項）

７．土砂災害緊急情報の通知及び周知のための必要な措置について指針となるべき事項

（法第31条第1項）

○ 基本指針において定める事項（法第２条）
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